
議   第   １   号   

令和 元 年 ５ 月１５日提出   

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき下記のと

おり専決処分にしたので、同条第３項の規定により、これを報告するとともに承認を

求める。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

記 

 

条 例 第  ３４  号   

平成３１年 ３ 月３１日   

 

熊本市税条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）の一部を次のように改正する。 

 

 附則第７条の３の２第１項中「平成４３年度」を「平成４５年度」に、「附則第５

条の４の２第６項（同条第９項」を「附則第５条の４の２第５項（同条第７項」に改

め、同条第２項を削り、同条第３項中「第１項の規定の適用が」を「前項の規定の適

用が」に改め、同項を同条第２項とする。 

 附則第１０条の４の次に次の１条を加える。 

 （平成２８年熊本地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき

申告等） 

第１０条の５ 法附則第１６条の２第１項（同条第２項において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月３１

日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 
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 (1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）並びに当該納税義

務者が令附則第１２条の４第１項第３号から第５号まで又は第３項第３号から

第５号までに掲げる者である場合にあっては、同条第１項第１号若しくは第２

号又は第３項第１号若しくは第２号に掲げる者との関係 

 (2) 法附則第１６条の２第１項に規定する被災住宅用地の上に平成２８年度に係

る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号 

 (3) 当該年度に係る賦課期日において法附則第１６条の２第１項（同条第２項に

おいて準用する場合及び同条第６項（同条第７項において準用する場合を含

む。）の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定の適用を受け

ようとする土地を法第３４９条の３の２第１項に規定する家屋の敷地の用に供

する土地として使用することができない理由 

 (4) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

２ 法附則第１６条の２第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規定

の適用を受ける土地に係る平成３１年度分及び平成３２年度分の固定資産税につい

ては、第５３条の規定は適用しない。 

３ 法附則第１６条の２第４項に規定する特定被災共用土地（以下この項において

「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定

する特定被災共用土地納税義務者（以下この項において「特定被災共用土地納税義

務者」という。）の代表者が毎年１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申出

書を市長に提出して行わなければならない。 

 (1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人

番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

 (2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途 

 (3) 特定被災共用土地に係る法附則第１６条の２第３項に規定する被災区分所有

家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途 

 (4) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土

地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合 

 (5) 法附則第１６条の２第３項の規定により按分する場合に用いられる割合に準

じて定めた割合及び当該割合の算定方法 
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４ 法附則第１６条の２第９項の規定により特定被災共用土地とみなされた特定仮換

地等（以下この項において「特定仮換地等」という。）に係る固定資産税額の按分

の申出については、前項中「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換

地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「特定仮換地等の」と、

「特定被災共用土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特

定被災共用土地に」とする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の熊本市税条例（以下「新条例」という。）の規定中

個人の市民税に関する部分は、平成３１年度以後の年度分の個人の市民税について

適用し、平成３０年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成３１年度以後の年度分の固

定資産税について適用し、平成３０年度分までの固定資産税については、なお従前

の例による。 

２ 平成３１年度分の固定資産税に限り、新条例附則第１０条の５の規定の適用につ

いては、同条第１項中「１月３１日」とあるのは「９月３０日」と、同条第３項中

「毎年１月３１日」とあるのは「平成３１年９月３０日」とする。 

 

 （提出理由） 

地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号）の施行に伴い、熊

本市税条例（昭和２５年告示第８９号）について地方自治法第１７９条第１項の規

定により一部改正を行ったので、同条第３項の規定により市議会に報告し、その承

認を求める必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由である。 
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